
第
一
部

日 時

２０１８年９月２８日 (金)
１３：３０～１６：３０

３,７８０円の出版書籍込み

中国労働法入門・基礎知識

講師：弁護士 五十嵐 充

（髙井・岡芹法律事務所 上海代表処 首席代表）

不正事例と管理のポイント

講師：税理士 近藤 充

（上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理）

髙井・岡芹法律事務所 http://www.law-pro.jp/ takai-okazeri@law-pro.jp

第３４回中国セミナー

お申し込み・お問い合わせは、

『中国・タイ・ベトナム労働法の実務 Ｑ＆Ａ』出版記念

〜 法務・税務の両面から
中国の労働問題をわかりやすく解説します〜

会 場

申込方法 ９月２６日（水）までにＦａｘ、もしくはＥ－ｍａｉｌにてお申し込みください。
なお、お手数ですが、お申し込み後 ９月２６日（水）までに受講料を上記口座へお振り込みください。

御社名：

部署／御役職： 御名前：

御住所：〒

Ｔｅｌ： Ｅ－ｍａｉｌ：

先着
２０名様

〒102-0072 東京都千代田区九段北４－１－５

当日ご参加いただいた方々に、
『中国・タイ・ベトナム労働法の実務Ｑ＆Ａ
（発行：株式会社 労働調査会）』を使用教材
として受付でお渡しいたします。

参加申込書 （Ｆａｘ：０３－３２３０－２３９５ Ｔｅｌ：０３－３２３０－２３３１ 担当 矢部 宛て）

主催：髙井・岡芹法律事務所
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日本と中国では労務管理に対する考え方が異
なります。中国労働法の特徴や日中の差異を知

らずに、中国子会社の不祥事・労務コンプライ

アンス違反を防止することはできません。

本セミナーでは、日本から中国子会社を管

理・監督する担当者が押さえておくべき基礎知

識を丁寧に解説します。

振込先 ： みずほ銀行 新宿支店
普通 ３１３６５５７ 名義 高井 伸夫 (タカイ ノブオ)

＊ 振込明細書をもって領収証とさせていただきます。

①日本本社において中国子会社を管理または監査する
担当者及び②中国子会社の総経理の方々が主な対象です。

中国に現地法人を有する日本企業にとって管
理面で課題を感じることが多いのではないでし

ょうか？不正事例を背景から解説し、管理上ど

のようにすることで不正行為を牽制できるのか、

解説します。

市ヶ谷法曹ビルＢ１会議室

（資料含む・税込み）

受講料 ５,０００円


